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第４ 医師などの医療従事者確保

１ 医 師

（１）現 状

○ 道内の医療施設従事医師数は年々増加しており、平成２８年１２月末現在では、１

万２，７５５人となっています。

○ 人口１０万人当たりの医療従事者医師数では、平成１２年に初めて全国平均を上回

りましたが、平成２２年から再び全国平均を下回り、平成２８年１２月末現在では２

３８．３人（全国２４０．１人）となっています。

また、第二次医療圏別では、全国平均を上回っているのは、上川中部及び札幌圏域

のみであり、地域偏在が顕著となっています。

○ 一方、当地域での医療施設従事医師数は、平成２８年１２月末現在、５７人で、減

少傾向にあり、人口１０万人当たりでは、８６．７人と全道で最も低い地域となって

います。

○ 地域の医療機関では、医師の確保が困難などの理由により有床診療所化した病院が

あるほか、常勤医師が不在のため、他圏域の医療機関からの医師派遣によって対応し

ている診療科があるなど、当地域の医師不足は深刻な状況となっています。

○ 道では、医師の確保が困難な地域の自治体病院等に対し、医育大学からの医師派遣

や地域枠医師の配置など、地域偏在を解消するため様々な対策を行っており、当地域

においても、医育大学からの派遣医師や自治医科大学卒業医師、地域枠医師が配置さ

れています。

○ 当地域では、医師の確保をはじめ、地域の医療を守るための様々な取組を行ってお

り、稚内市では、新たに開業する診療所に対して、施設設備整備などの助成を行って

いるほか、市内の医療機関や民間団体等による「地域医療を考える稚内市民会議」が

設立され、地域が一体となって地域医療の充実に取り組んでいます。

○ また、他の自治体においても、医学生への修学資金の貸付や青少年を対象とした医

療体験学習会の開催など地域の医師確保に取り組んでいます。

【医療施設従事医師数の推移（平成１０年～平成２８年）】

＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

Ｈ１０ Ｈ１２ Ｈ１４ Ｈ１６ Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８

10万人対医師数（全道） 184.5 192.2 198.0 203.6 206.7 213.7 218.3 224.6 230.2 238.3

10万人対医師数（全国） 187.3 191.6 195.8 201.0 206.3 212.9 219.0 226.5 233.6 240.1

北海道内の医師数 10,51910,92111,228 11,49011,57911,83012,01912,26212,43112,755
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【人口 10万対医療施設従事医師数（第二次医療圏別）】 （平成２８年１２月末）

＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

（２）課 題

○ 医師不足が深刻化している状況にあることから、地域に必要な医師の確保が必要で

す。

○ 医師の確保を図るため、「働きやすい職場づくり」や「働きがいのある職場づくり」

に向け、医師の負担軽減など勤務環境の改善に取り組む必要があります。

（３）施策の方向と主な施策

○ 医育大学の地域医療支援センターからの医師派遣や自治医科大学卒業医師、地域枠

医師の配置について、地域の実情を踏まえた配置となるよう、関係機関に対し、引き

続き強く働きかけます。

○ 道外等からの医師の招へいに向け、地域からの情報発信を積極的に行います。

○ 「地方・地域センター機能強化事業費補助金」等を活用しながら、地域センター病

院（市立稚内病院）の機能強化を図るとともに、地域の医療機関に対する代替医師や

診療協力のための医師派遣を促進します。

○ 各自治体による医学生に対する修学資金の貸付を引き続き行い、地域の医師確保に

努めます。

○ 青少年を対象とした医療体験学習会等を開催するなど、将来、地域医療を担う人材

の育成を推進します。

○ 医療機関の求めに応じ、北海道勤務環境改善支援センター等を活用しながら、医師

の負担軽減など勤務環境の改善を推進します。
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２ 看護職員

（１）現 状

〇 当地域の看護職員の就業者数は、平成２８年１２月末現在で、７６７人となってお

り、年々増加傾向にあります。また、常勤換算では７２３．３人となっています。職

種別就業者数で見ると、看護師にあっては、平成１８年度より、増加傾向となってい

ますが、保健師、助産師にあっては、横ばい傾向、また、准看護師にあっては、減少

傾向となっています。

＊ 北海道保健福祉部「看護師等業務従事者届」

〇 当地域の人口１０万人当たりの就業者数（常勤換算）は、全道２１の第二次医療圏

域で３番目に少なく、保健師は全道平均及び全国平均を上回っていますが、助産師、

看護師、准看護師は全道平均及び全国平均を下回っています。

【人口１０万対看護職員就業状況（常勤換算）［全道、全国との比較］】 平成２８年１２月末現在（単位：人）

＊ 北海道保健福祉部「看護師等業務従事者届」

【人口１０万対看護職員就業状況（常勤換算）［第二次医療圏別］】 平成２８年１２月末現在（単位：人）

＊ 北海道保健福祉部「看護師等業務従事者届」

【看護職員就業者の推移（年次・職種別）】 各年12月末現在（単位：人）
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〇 北海道は人口当たりの病床数が全国より多く、当地域の病床１００床当たりの病院

勤務の看護職員数は５６．６人となっており、全国（６０．２人）、全道（５６．９

人）を下回っています。

このため、一部の病院においては、看護師不足により病棟を休止せざるを得ない状

況になっているところもあります。

【病床１００床対看護職員数】 平成２８年１２月末現在

＊ 北海道保健福祉部「看護師等業務従事者届」（「病院勤務看護職員数」は、病院に勤務している助産師、看護師、准看護師）

〇 当地域の看護職員の就業場所を職種ごとに見ると、保健師は、市町村（５９．５％）

が最も多く、次いで北海道（１４．９％）、介護保険施設（４．１％）、病院と訪問看

護ステーションが（それぞれ１．４％）となっており、助産師は病院（９３．３％）

と市町村（６．７％）のみとなっております。

また、看護師は、病院（７４．８％）が最も多く、次いで介護保険施設（９．２％）、

診療所（８．４％）訪問看護ステーション（３．８％）となっており、准看護師は、

病院（４９．０％）に次いで介護保険施設（３０．２％）の割合が多いほか、診療所

（１４．１％）等における割合も多くなっています。

【看護職員就業場所（資格別割合）】 平成２８年１２月末現在（単位：人）

＊ 北海道稚内保健所調べ

〇 看護職員の年齢階級別での就業状況では、２５歳、４０歳、５３歳にピークがある

３峰性の分布をしています。

看護師数は全看護職数と同様の分布をしていますが、准看護師と保健師では、年齢

が高くなるにつれて、就業者数が多くなっています。なお、助産師については、各年

齢に１～２名が従事している状況となっており、年齢構成の規則性はみられません。

区 分
人口（人）
A

病床数（床）
B

人口1万人対
病床数（床）
C(B/A×10,000）

病院勤務
看護職員数
（人）
D

病床100床対
看護職員数
（人）

E(D/B×100)

全 国 126,933,000 1,561,005 123 940257.6 60.2

北 海 道 5,327,000 96,105 180.4 54699.8 56.9

宗 谷 65,740 822 125 465.1 56.6

病院, 63.0

病院, 93.3

病院, 74.8

病院, 49.0

診療所, 8.5

診療所, 8.4

診療所, 14.1

北海道, 2.1

北海道, 14.9

市町村, 5.9

市町村, 59.5

市町村, 6.7

介護保険施設, 12.6
4.1

9.2

30.2

社会福祉施設, 0.9
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また、当地域の看護職員の平均年齢は、平成２８年１２月末時点で４２．３歳とな

っており、職種別では、看護師が４０．１歳、准看護師が５０．１歳、保健師が４１．

５歳、助産師が４４．１歳となっています。

【看護職員の年齢階級別就業状況（平成２８年１２月末現在）】 （ ）内は平均年齢

＊ 北海道稚内保健所調べ

〇 本道における、看護職員の離職の状況を見ると、看護職員全体での離職率は１０％

前後、新卒看護職員の離職率は６％前後となっており、一般労働者（女性）や医療福

祉業に比べ、低く推移しています。

【看護職員の離職率の推移】

＊ 看護職員：北海道看護協会「北海道における看護職員需給状況調査」

＊ 一般労働者（女性）・医療福祉業（男女）：厚生労働省「雇用動向調査」

〇 看護職員が退職する理由は、家庭の事情（２２．８％）を始め、結婚（１９．１％）

や転居（１６．１％）、出産・育児（１４．４％）などのライフイベントに関するこ

とのほか、労働時間（１４．７％）や休暇取得（１０．０％）などの勤務環境に関す

ることが一定程度あります。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

全　　　　体 11.5% 11.6% 9.9% 10.2% 10.2%

新卒看護職員 6.2% 7.2% 5.5% 6.6% 5.1%

14.3% 16.2% 17.2% 14.9% 13.8%

13.9% 15.2% 15.7% 14.7% 14.8%

区　　分

看護職員

 一般労働者（女性）

 医療福祉業（男女）

看護師（40.1歳）

准看護師（50.1歳）

助産師（44.1歳）

保健師（41.5歳）
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【看護職員の退職理由】

＊ 北海道ナースセンターによる離職者本人へのアンケート調査（平成 28年度）（青枠はライフイベント等、赤枠は勤務環境等の主な理由）

＊ 複数回答

○ 道内における看護職員の養成定員は、看護師３年課程の定員が増加し、看護師２年課

程・准看護師が減少している状況ですが、当地域では、北海道稚内高等学校が看護師の

養成を行っており、例年３０名程度の看護職員を輩出し、そのうち約半数が当地域の医

療機関に就職しています。

【道内の看護職員養成定員数（養成職種別）】 各年度４月現在（単位：人）

＊ 厚生労働省「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」（保健師・助産師の養成定員数は、看護師との重複を含む）

◯ 当地域では、保健師については、例年３名程度が新たに就職しており、助産師につ

いては、当地域唯一の産科医療機関である市立稚内病院において、他地域の医療機関

より助産師の出向を受け入れています。

また、各自治体においては、看護師の確保のため、修学資金の貸付、看護師養成所

への訪問説明会や学生実習の積極的な受け入れ等を実施し、看護師の安定的な確保に

努めています。

養成職種別 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

保　健　師 710 710 830 837 837 639 174 154 160 163 169

助　産　師 110 90 80 97 108 108 98 99 102 102 102

看護師（３年課程） 1,945 1,945 2,165 2,202 2,232 2,232 2,364 2,494 2,604 2,604 2,644

看護師（２年課程） 1,060 1,060 1,060 1,050 955 795 665 625 525 485 485

准 看 護 師 651 611 581 581 481 433 433 433 433 453 433
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（現状のまとめ）

〇 当地域の看護職員は増加傾向にありますが、人口１０万人対就業看護職員数は全道

平均・全国平均を下回っています。

〇 在宅医療の推進など、地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療だけでなく、保

健、介護、福祉の現場、更には予防・治療から看取りに至るまであらゆる場面で看護

職員への期待が高まっている中で、当地域においても、看護職が多様な場で就業して

います。

◯ 当地域では、北海道稚内高等学校が安定的に当地域に看護職員を輩出していますが、

看護職の活動の場が広がる中で、看護職員が不足している状況となっています。

○ 地域の看護職員を確保するため、各自治体、医療機関等においては、様々な取組を

積極的に行っています。

（２）課 題

○ 少子化の影響により養成数の大幅な増加は難しいため、養成力を維持し、看護志望

者の拡大や多様な人材の確保に努め、道内への就業を促進することが必要です。

○ 結婚、出産・育児、介護などのほか、勤務環境を理由とした離職者が一定割合いる

ことなどから、勤務環境の改善とワーク・ライフ・バランスの推進が必要です。

○ 看護師等の人材確保の促進に関する法律の改正により、離職した看護職員の「届出

制度」＊１が開始されたことから本制度を有効に活用した再就業の促進が必要です。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉のあらゆる場で就業する

看護職員の連携の強化が必要です。あわせて、看護技術が高度化・専門化しているこ

とや今後、増大する在宅医療の需要に対応できる人材の育成が必要です。

○ 地域偏在などを背景として看護職員の確保が困難な中、地域医療構想を踏まえた在

宅医療の推進など、地域包括ケアシステムの構築に向け、看護職員の安定的な確保、

地域偏在の解消に向けた取組が必要です。

＊１ 届出制度：免許を持ちながら看護師等の仕事に就いていない者が、氏名や連絡先など北海道ナースセンターに届け出る制度。

（３）施策の方向と主な施策

看護職員の安定的な確保に向けて、これまで取り組んできた「養成」「就業定着」「再

就業促進」「人材育成」を一層推進し、期待される場所で期待される役割を果たす人材

の育成を目指します。

（養成数や教育環境の確保）

〇 小中学生や高校生が看護の魅力ややりがいを知り看護職を志望する動機となるよう

「ふれあい看護体験」や「進学相談会」などを実施します。

〇 看護学生が安心して学べるよう修学資金を貸付し、当地域に従事する看護職員の安

定的な確保に努めます。

〇 看護基礎教育の充実に向けて、看護職員養成所の看護教員の養成・質の向上を図る

とともに、実習指導者の養成など学生実習の受入体制の整備を支援します。

（就業定着・離職防止の推進）

〇 子育てや介護など生活と仕事の両立に向けて、院内保育所の運営や多様な勤務形態

の導入、勤務環境改善を目的とした施設整備などを行う医療機関の取組を支援します。
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〇 新人看護職員の早期離職を防ぐため、医療機関における新人看護職員研修を推進し

ます。

〇 就業を希望する看護師が、円滑に再就業につながるよう、離職時の北海道ナースセ

ンターバンクへの届出制度の活用を推進します。

◯ 勤務環境の改善に向けたワークライフバランスの取組を強化します。

（未就業看護職員の再就業促進）

〇 北海道看護協会と連携し、届出制度等を活用した未就業者の再就業対策を推進しま

す。また、求職・求人情報の共有や合同面接会など、ハローワークとの密接な連携に

よる就業斡旋体制を強化します。

〇 北海道ナースセンター「ナースバンク事業」＊１を活用し、ライフサイクルやキャ

リアに応じ就業斡旋相談を行うとともに、ｅラーニングの活用など充実した復職支援

により再就業の不安軽減を図ります。

＊１ ナースバンク事業：厚生労働大臣の許可を受けた無料職業紹介所で、就職先を探す看護職と看護職員を雇用したい施設に登録してもらい、

職業紹介を行うほか復職支援研修や就業相談など再就業の支援を行う事業で、看護の有資格者が相談に対応する。道が指定した北海道ナー

スセンターで実施し、本所（札幌）ほか５支所（函館、旭川、帯広、釧路、北見）がある。

（人材の育成）

○ 看護実践能力の向上と、地域住民への安全・安心な医療を確保するため、医療機関

等における人材育成の体制整備を推進します。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向け、管理的立場の看護職のけん引力・指導力強化

に向けた研修を行うとともに、医療や介護、福祉、行政など様々な分野で働く看護職

の研修等を地域別に行い、看護連携を推進します。

○ 訪問看護に携わる看護師等に対し、看取りや在宅移行を含めた療養支援に関する研

修を行うとともに、医療機関で働く看護職員には、在宅医療に関する理解の促進、退

院支援機能の強化に向けた研修等を行い、在宅医療を担う人材を育成します。

○ 保健師・助産師・看護師それぞれの職能に期待される役割や専門性を発揮できるよ

う、保健師は、地域包括ケアシステムの構築に向けた地区診断力や企画調整力の向上、

助産師は周産期医療を担う助産実践能力の向上、看護師は医療の高度化に伴う専門分

野の看護技術の向上に向けた研修等を行い、人材育成を推進します。

（地域での就業促進）

○ 地域の病院等における看護職員の不足を一時的に解消するため、「地域応援ナース」

＊２や助産師の出向事業を活用し、派遣された看護職員が地域医療への理解を深め専

門性を活かした多様な働き方ができるよう努めます。

○ 当地域で看護職員として就業する看護学生に対する修学資金の貸付けや看護職員の

不足する地域へ積極的に学生を就業させている養成所への運営支援などにより、中長

期的な地域偏在の解消に取り組みます。

○ 地域の実情や課題に応じた看護職員の確保対策を展開するため、保健所が中心とな

り、看護管理者等との連携を推進します。

＊２ 地域応援ナース：豊富な経験を持つ離職した看護職員を、都市部から看護職員が不足する地域の医療機関等へ短期間派遣する仕組み


